
 
垂井町告示第１０８号 

入 札 公 告 
事後審査型条件付き一般競争入札を行うので、垂井町契約規則（昭和６１年垂井町規則第２３号。以

下「規則」という。）第２条の規定により公告します。 
 
令和６年５月２８日 
 

                               垂井町長 早 野 博 文 
 
１ 一般競争入札に付する事項 
（１）工事番号  第    号 
（２）工事名  東小校舎長寿命化改修工事(建築) 

（３）工事場所  不破郡垂井町 東小学校 地内 
（４）工事概要  ○校  舎：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3 階建 

       延床面積 3,676.43 ㎡ 

 ○工事内容 

  防水改修工事、外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事、外壁改修工事、金属屋根改

修工事、躯体工事、木工事、金属工事、左官工事、建具工事、ｶﾞﾗ

ｽ工事、塗装工事、内装工事、昇降機改修工事、外構工事、ｱｽﾍﾞｽﾄ

含有建材撤去工事、撤去工事 等 

（５）工期 議会の議決のあった日～令和 8年 3月 23 日まで 
（６）予定価格 金 414,200,600 円（税込） 
（７）最低制限価格 無 
（８）調査基準価格 有 
（９）議会の議決 有 
（10）その他 ① 本工事は、提出資料及び入札書等を書面にて提出すること。（以下

「紙入札方式」という。） 

② 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成

12 年法律第 104 号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物

の再資源化の実施が義務づけられた工事である。 

③ 本工事は、特定建設工事共同企業体（以下「ＪＶ」という。）での

共同施工とする。 

２ 契約条項を示す場所    垂井町役場 総務課管財係 
３ 入札に参加する者に必要な資格 
  (1) 代表者の要件 

   構成員の代表者は、次の全ての要件を満たしていること。 

   ①岐阜県内に建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第３条に基づき設置された本店があること。 

   ②公告日における最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の建築一式工事における

総合評定値（Ｐ)が１，０００点以上あること。 

   ③特定建設業の許可を有していること 

   ④監理技術者を本工事に専任配置できること。 

   ⑤現場代理人を常駐配置できること。 

   ⑥岐阜県内の官公庁が平成 20年度から令和 5年度までに発注した建築一式工事について、主任（又



 
は監理）技術者若しくは現場代理人として従事した、実績を有する者を配置できること。 

  (2) 代表者以外の構成員の要件 

   代表者以外の構成員は、次の全ての要件を満たしていること。 

   ①垂井町内に建設業法第３条に基づき設置された本店があること。 

   ②公告日における最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の建築一式工事における

総合評定値（Ｐ)が７００点以上あること。 

   ③特定建設業又は一般建設業の許可を有していること。 

   ④監理技術者又は主任技術者を本工事に専任配置できること。 

   ⑤垂井町が平成 20年度から令和 5年度までに発注した建築一式工事について、主任（又は監理）

技術者若しくは現場代理人として従事した、実績を有する者を配置できること。 

   ⑥出資比率は、４０％以上であること。 

 (3) それぞれの構成員が令和６年度の垂井町競争入札参加資格者名簿（建築一式工事）に登載されて

いること。 

  (4) 本工事に従事する技術者は、次の基準を満たした者であること。 

  ・監理技術者…１級建築士の資格を有する者、１級建築施工管理技士の資格を有する者又は国土交

通大臣特別認定者であること。（建設業法第 26条第 2 項に該当する時は必須） 

  ・主任技術者…２級建築施工管理技士以上の資格を有する者であること。 

４ 入札日程 

手続等 期間・日時 方法・場所等 

設計図書等の閲覧 令和 6年 5月 28 日（火）午前 9時から 垂井町ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにおいて閲覧するこ

と。 

質問の受付・回答 令和 6年 5月 28 日（火）午前 9時から 

令和 6年 6月 5日（水）午後 3時まで 

（注１） 

質問は、書面または電子ﾒｰﾙにより提

出すること。回答は、後日その質問者

のみに回答する。 

入札参加資格審査

申請書等の受付 

令和 6年 5月 28 日（火）午前 9時から 

令和 6年 6月 10 日（月）午後 4時まで 

（注１） 

以下の書類を総務課管財係へ持参に

より提出すること。 

・入札参加資格審査申請書 

・協定書（甲）（注 2） 

・別記様式第 1号（注 3） 

・委任状（注 4） 

・誓約書（注 5） 

入札 令和 6年 6月 20 日（木）午前 9時 30 分 紙入札方式により持参 

・入札書（任意様式） 

・工事費内訳書 

・委任状（代理人の場合のみ任意様式

にて提出） 

垂井町役場 2 階 協議会室 

開札 入札終了後直ちに行う。 入札会場にて、入札者又はその代理人

の立ち会いにより開札する。 

入札参加資格確認

資料の提出 

令和 6年 6月 24 日（月）午後 5時まで 入札参加資格確認申請書等を総務課

管財係へ持参により提出すること。 

・別記様式第２号 

落札決定 申請書類の提出があった日の翌日から起

算して 2 日以内（注 1） 

電話等により通知 



 
(注 1) 土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

(注 2) 岐阜県ホームページ「入札情報広場－入札に関する要領・基準－岐阜県特定建設工事共同企業体 

取扱要領」内にある様式を参考に作成すること。 

(注 3) 構成員毎に作成し、提出すること。 

(注 4) 委任者を代表者以外の構成員、受任者を構成員の代表者とし、任意様式にて提出すること。 

(注 5) 構成員毎に作成し、提出すること。 

 

５ 担当課 
区  分 担当課 電話番号等 住   所 

入札担当課 
契約担当課 
申請受付担当課 

垂井町役場  
総務課管財係 

Tel 0584-22-1151(内線 207) 

Fax0584-22-5180 

〒503-2193 

不破郡垂井町宮代 2957 番地の 11 

垂井町役場２階 

工事担当課 垂井町教育委員会 
学校教育課総務係 

Tel 0584-22-1153(直通) 〒503-2193 

不破郡垂井町宮代 2957 番地の 11 

垂井町役場２階 

 
６ その他 
  その他の事項については「事後審査型条件付き一般競争入札の共通事項について」のとおりとする。 


